
７水管第 2917 号 

令和８年２月 20 日 

水産政策審議会 会長 

佐々木 貴文 殿 

農林水産大臣 鈴木 憲和 

特定水産資源（すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、す

けとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、かたく

ちいわし瀬戸内海系群、ぶり及びみなみまぐろ）に関する令和８管理年度に

おける漁獲可能量の設定及びその当初配分等について（諮問第 497 号） 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき、特定水産資源

（すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク

海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、かたくちいわし瀬戸内海系群、ぶり及

びみなみまぐろ）に関する令和８管理年度における漁獲可能量等を別紙１のとおり定

めたいので、同条第３項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。 

また、すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群及びするめいかに関

する令和８管理年度における漁獲可能量の変更に係る配分、留保からの配分及び数量

の融通等について、別紙２、別紙３及び別紙４の取扱いとしたいので、同条第６項に

おいて準用する同条第３項の規定に基づき、併せて貴審議会の意見を求める。 

資料３ 
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別紙１ 
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別紙２ 

 
 

 

令和８管理年度における 

漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変更について 

（すけとうだら太平洋系群） 

 

１ 背景 

令和７管理年度において、すけとうだら太平洋系群の漁獲可能量、都道府県別漁獲可能

量及び大臣管理漁獲可能量の変更のうち、以下に掲げるものについては、行政庁の恣意性

のない機械的な変更として、事前に水産政策審議会の了承を得て、事後報告で対応できる

こととしている。 

 

（１）資源管理基本方針別紙２に定めた方法に則り行う、資源評価対象海域外からの資源   

の大量来遊による漁獲可能量の追加に伴う数量の変更 

（２）特定水産資源の漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領（令和２   

年 12 月１日付水産庁資源管理部長通知、令和４年 12 月 26 日最終改正。）に則り都道

府県間又は大臣管理区分と都道府県との間で行う融通に伴う数量の変更 

 

２ 令和８管理年度の取扱い 

上記１に掲げる数量の変更については、引き続き事後報告で対応できることとする。 

 

３ 数量変更に伴う手続 

農林水産大臣は、変更した漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量

を遅滞なく公表する（漁業法第 15 条第６項において準用する同条第５項）。また、都道

府県別漁獲可能量を変更したときは、これを通知する（漁業法第 15 条第６項において準

用する同条第４項）。 

都道府県知事は、上記通知を受けたときは、漁業法第 16 条第５項の規定で準用する同

条第２項から第４項までの手続に則して知事管理漁獲可能量の変更を行う。 

 

４ 上記２によるもの以外の変更の取扱い 

上記２によるもの以外の漁獲可能量、都道県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変

更を行おうとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない（漁業法第 15 

条第６項において準用する同条第３項） 
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別紙３ 

 
 

 

令和８管理年度における 

漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変更について 

（すけとうだら日本海北部系群） 

 

１ 背景 

令和７管理年度において、すけとうだら日本海北部系群の漁獲可能量、都道府県別漁獲

可能量及び大臣管理漁獲可能量の変更のうち、以下に掲げるものについては、行政庁の恣

意性のない機械的な変更として、事前に水産政策審議会の了承を得て、事後報告で対応で

きることとしている。 

 

（１）資源管理基本方針別紙２に定めた方法に則り行う、管理年度の終了に伴い確定した漁   

獲可能量の未利用分の翌管理年度への繰越しに伴う数量の変更 

（２）特定水産資源の漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領（令和２年   

12 月１日付水産庁資源管理部長通知、令和４年 12 月 26 日最終改正。）に則り都道府県

間又は大臣管理区分と都道府県との間で行う融通に伴う数量の変更 

 

２ 令和８管理年度の取扱い 

上記１に掲げる数量の変更については、引き続き事後報告で対応できることとする。 

 

３ 数量変更に伴う手続 

農林水産大臣は、変更した漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量

を遅滞なく公表する（漁業法第 15 条第６項において準用する同条第５項）。また、都道

府県別漁獲可能量を変更したときは、これを通知する（漁業法第 15 条第６項において準

用する同条第４項）。 

都道府県知事は、上記通知を受けたときは、漁業法第 16 条第５項の規定で準用する同

条第２項から第４項までの手続に則して知事管理漁獲可能量の変更を行う。 

 

４ 上記２によるもの以外の変更の取扱い 

上記２によるもの以外の漁獲可能量、都道県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変

更を行おうとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない（漁業法第 15 

条第６項において準用する同条第３項） 
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令和８管理年度における 

漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変更について 

（するめいか） 

１ 背景 

令和７管理年度において、するめいかの漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管

理漁獲可能量の変更のうち、以下に掲げるものについては、行政庁の恣意性のない機械的

な変更として、事前に水産政策審議会の了承を得て事後報告で対応できることとしている。 

（１）資源管理基本方針別紙２-12 の第６の４に定めた方法（いわゆる「75％ルール」）に

則り行う、国の留保からの配分に伴う数量の変更

（２）特定水産資源の漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領（令和２

年 12 月１日付水産庁資源管理部長通知、令和４年 12 月 26 日最終改正。）に則

り都道府県間又は大臣管理区分と都道府県との間又は大臣管理区分間で行う融通

に伴う数量の変更

２ 令和８管理年度の取扱い 

以下に掲げる数量の変更については、事後報告で対応できることとする。なお、令和８

管理年度においては、75%ルールに則して行う国の留保からの追加配分は行わない。 

（１）特定水産資源の漁獲可能量の当初配分及び配分量の融通に関する実施要領（令和２

年 12 月１日付水産庁資源管理部長通知、令和４年 12 月 26 日最終改正。）に則

り都道府県間又は大臣管理区分と都道府県との間又は大臣管理区分間で行う融通

に伴う数量の変更【継続】

（２）資源管理基本方針別紙２-12 の第６の１の(2)の②に基づき国の留保に繰り入れら

れた大臣管理区分の算出配分量の一部の

① 当該大臣管理区分への追加配分

② 当該大臣管理区分と配分を受ける者（数量を明示した道県又は当該大臣管理

区分以外の大臣管理区分に限る。）との間の合意による数量を用いた、当該配分

を受ける者への追加配分 

に伴う数量の変更【新規】 

（３）資源管理基本方針別紙２-12 の第６の５に基づき行う、するめいか小型するめいか

釣り漁業（４月から同年 11 月まで）の漁獲可能期間の終了に伴い確定した大臣管

理漁獲可能量の未利用分の国の留保への繰入れ及び国の留保からのするめいか小

型するめいか釣り漁業（12 月から翌年３月まで）への追加配分に伴う数量の変更

別紙４ 
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【新規】 

３ 数量変更に伴う手続 

農林水産大臣は、変更した漁獲可能量、都道府県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量

を遅滞なく公表する（漁業法第 15 条第６項において準用する同条第５項）。また、都道

府県別漁獲可能量を変更したときは、これを通知する（漁業法第 15 条第６項において準

用する同条第４項）。 

都道府県知事は、上記通知を受けたときは、漁業法第 16 条第５項の規定で準用する同

条第２項から第４項までの手続に則して知事管理漁獲可能量の変更を行う。 

４ 上記２によるもの以外の変更の取扱い 

上記２によるもの以外の漁獲可能量、都道県別漁獲可能量及び大臣管理漁獲可能量の変

更を行おうとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない（漁業法第 15 

条第６項において準用する同条第３項） 

16


	1
	2
	3
	4
	5



